
 
平成２２年２月１６日 

 
「ヒトＥＳ細胞の使用に関する指針」及び「ヒトＥＳ細胞の樹立及び分配に関
する指針」の改正に係る総合科学技術会議への諮問について 

 
 

 文部科学省は、ヒトＥＳ細胞からの生殖細胞の作成に関し、本日、総合科学技術会議 
に対しＥＳ指針（「ヒトＥＳ細胞の使用に関する指針」及び「ヒトＥＳ細胞の樹立及び分 
配に関する指針」）の改正について諮問いたしましたので、お知らせいたします。 

 

 
１．諮問の趣旨 

 平成２１年２月、科学技術・学術審議会生命倫理・安全部会は、「ヒトＥＳ細胞の

使用に関する指針」により禁止されているヒトＥＳ細胞からの生殖細胞の作成につい

て、研究上の有用性等にかんがみ、その作成を容認すべき旨の決定を行った。 
 この決定に基づき、同部会において、生殖細胞を作成する際の要件や手続等に関す

る具体的検討を行い、平成２２年２月１０日、関係指針の改正案を決定したことから、

これらの改正案について、「ヒトＥＳ細胞の使用に関する指針」附則第３条第２項及

び「ヒトＥＳ細胞の樹立及び分配に関する指針」附則第４条第２項
※
に基づき総合科学

技術会議に諮問するもの。 
※ これらの規定において、ＥＳ指針の見直しは総合科学技術会議の意見に基づき行うもの 
と定められています。 

 
 
２．添付資料 
・諮問第１１号「ヒトＥＳ細胞の使用に関する指針の改正について」 
・諮問第１２号「ヒトＥＳ細胞の樹立及び分配に関する指針の改正について」 
・（参考）ヒトＥＳ細胞等からの生殖細胞の作成に関する指針案の概要 
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